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編集後記
　
　前号（第 28号）の「編集後記」の中で、編集長の丸山空大先生が、「人工知能の長足の
進歩により、いよいよ思考や判断をも外部化するわたしたちの姿は、しなやかでみずみず
しい脆弱さからはずいぶんと隔たってしまったのかもしれない」と綴られていました。丸
山先生の言葉に導かれるように、「人智を超えた智」という、今号の特集テーマを設定し
たときには、私もまた、現代における人間の知的営みに対してそこはかとない不安のよう
な感情を持っていたのかもしれません。「わからないこと」や語られなかったことの謎に
近づくことの可能性と不可能性が、現代のアメリカ文学およびブラジル文学の中で、推理
小説における謎解きの語りをずらしながら問題化される様子を論じた加藤論文と武田論
文。現代南アジアの政治詩が、宗教的語彙を用いて、世俗化した、混沌とした社会にある
超越的な秩序のイメージをもたらそうとする試みに光を当てたタリク論文。— お寄せ
いただいた論文はいずれも、私の当初の予想を裏切り、現代の文学が、非常に人間的な方
法で既存の知を越えようとする姿であり、このような文学的試みが存在することに勇気づ
けられる思いがしました。
　末尾になりましたが、今号の刊行にあたってお世話になった方々にお礼を申し上げます。
原稿をお寄せいただいた先生方と査読にご協力いただいた先生方。編集委員の前田和泉先
生、丸山空大先生、野平宗弘先生。そして何よりも実際の作業にあたってくださったスタ
ッフのみなさま。みなさまのご助力のおかげで、今号を無事に刊行できました。どうもあ
りがとうございました。

（西岡あかね）
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